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(57)【要約】
　本液晶表示装置では、従来の第１の補助容量幹配線（
４３０）の幅を細く形成し、さらに第２の補助容量幹配
線（４４０）を新たに設け、これを基板の外縁部に最も
近い位置に配置する。このことにより全体として額縁領
域を増加させることなく、かつシフトレジスタを基板の
外縁部から離すことができるのでシフトレジスタ上がシ
ール材で覆われることがない。さらにシフトレジスタへ
信号を与える配線領域のうちシール材で覆われる領域の
面積も低減される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示すべき画像を形成する複数の画素形成部がマトリクス状に配置された第１の基板と
、当該第１の基板に対向する第２の基板と、所定のシール材によって第１および第２の基
板の間にシールされた液晶層とを備えるアクティブマトリクス型の液晶表示装置であって
、
　前記第１の基板は、
　　前記表示すべき画像を表す信号を伝達するための複数の映像信号線と、
　　前記複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線と、
　　前記複数の走査信号線と平行な方向に延びるよう配される複数の補助容量線と、
　　前記複数の補助容量線の配列方向に延びるよう配され、前記複数の補助容量線と電気
的に接続する補助容量幹配線と、
　　前記複数の走査信号線を選択的に駆動する回路群からなる走査信号線駆動回路と
を含み、
　前記補助容量幹配線は、前記走査信号線駆動回路を挟んで前記表示領域と反対側の前記
第１の基板の端部と、前記走査信号線駆動回路との間に配される幹配線を含むことを特徴
とする、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記補助容量幹配線は、
　　前記複数の画素形成部が配列される表示領域と、前記走査信号線駆動回路との間に配
される第１の補助容量幹配線と、
　　前記走査信号線駆動回路を挟んで前記表示領域と反対側の前記第１の基板の端部と、
前記走査信号線駆動回路との間に配される第２の補助容量幹配線と
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第２の補助容量幹配線と前記走査信号線駆動回路との間に、前記配列方向に延びる
ように配され、前記走査信号線駆動回路を駆動するための駆動信号を伝達する駆動信号供
給幹配線をさらに備え、
　前記シール材は、前記第１の基板の端部近傍から前記駆動信号供給幹配線上の所定位置
までの間に配されることを特徴とする、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記駆動信号供給幹配線とコンタクトホールを介して接続され、前記駆動信号供給幹配
線と前記回路群とを接続する複数の駆動信号供給枝配線をさらに備え、
　前記シール材は、第１の基板の端部近傍から、前記コンタクトホールのうちの一部の上
の前記所定位置までの間に配されることを特徴とする、請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記コンタクトホールでは、前記複数の画素形成部に備えられる画素電極と同一の材料
により、前記駆動信号供給幹配線と前記複数の駆動信号供給枝配線とが接続されることを
特徴とする、請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第２の補助容量幹配線は、前記第１の補助容量幹配線よりも、幅が大きいことを特
徴とする、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１の補助容量幹配線は、前記第２の補助容量幹配線と同一の材料で形成されるこ
とを特徴とする、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１および第２の補助容量幹配線の間に、前記第１の補助容量幹配線と前記第２の
補助容量幹配線とを接続する複数の補助容量枝配線をさらに備え、
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路群のうち前記配列方向に隣り合う２つの回路の
間のいずれかをそれぞれ通り、前記配列方向に略等しい間隔で配されることを特徴とする
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、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路群のうち前記配列方向に隣り合う２つの回路の
間のすべてを通るよう配されることを特徴とする、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１および第２の補助容量幹配線の間に、前記第１の補助容量幹配線と前記第２の
補助容量幹配線とを接続する複数の補助容量枝配線と、
　前記回路群のうち前記配列方向に配置された異なる２つの回路の間を接続する回路間配
線と
をさらに備え、
　前記回路間配線は、前記複数の補助容量枝配線との交差点近傍の幅が小さくなるよう形
成されることを特徴とする、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路間配線との交差点近傍の幅が小さくなるよう形
成されることを特徴とする、請求項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記走査線駆動回路の周囲であって、前記第１の補助容量幹配線の一端と前記第２の補
助容量幹配線の一端との間、および前記第１の補助容量幹配線の他端と前記第２の補助容
量幹配線の他端との間のうち少なくとも一方に配され、前記第１および第２の補助容量幹
配線と接続する端部補助容量配線をさらに備えることを特徴とする、請求項２に記載の液
晶表示装置。
【請求項１３】
　前記走査信号線駆動回路は、
　　前記複数の走査信号線の一方の端から選択的に駆動する第１の回路群と、
　　前記複数の走査信号線の他方の端から選択的に駆動する第２の回路群と
を含み、
　前記第１の補助容量幹配線は、前記複数の画素形成部が配列される表示領域と、前記第
１および第２の回路群のいずれかとの間にそれぞれ配され、
　前記第２の補助容量幹配線は、前記第１または第２の回路群のうちのいずれかを挟んで
前記表示領域と反対側の前記第１の基板の端部と、当該第１または第２の回路群との間に
それぞれ配されることを特徴とする、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記一方または他方の端側に配される前記第１および第２の補助容量幹配線の間に、当
該第１の補助容量幹配線と当該第２の補助容量幹配線とを接続する複数の補助容量枝配線
をさらに備え、
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路群のうち前記配列方向に隣り合う２つの回路の
間のいずれかをそれぞれ通り、かつ前記一方の端側に配される配列方向の位置と、前記他
方の端側に配される配列方向の位置とが互いに異なることを特徴とする、請求項１３に記
載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記一方の端側に配される前記第２の補助容量幹配線の一端と、前記他方の端側に配さ
れる前記第２の補助容量幹配線の一端との間、および前記一方の端側に配される前記第２
の補助容量幹配線の他端と、前記他方の端側に配される前記第２の補助容量幹配線の他端
との間のうち少なくとも一方に配され、前記一方および他方の端側に配される第２の補助
容量幹配線と接続する端部補助容量配線をさらに備えることを特徴とする、請求項１３に
記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　前記第２の補助容量幹配線は、複数の開口部を有していることを特徴とする、請求項２
に記載の液晶表示装置。
【請求項１７】



(4) JP WO2011/067963 A1 2011.6.9

10

20

30

40

50

　前記駆動信号供給幹配線は複数の配線を含み、
　前記シール材が配される前記複数の配線のうち最も幅が大きい配線は、複数の開口部を
有していることを特徴とする、請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項１８】
　前記複数の補助容量線は、異なる電位になるよう駆動される複数種類の補助容量線から
なり、
　前記第１の補助容量幹配線は、前記種類に応じた複数種類の第１の補助容量幹配線から
なり、
　前記第２の補助容量幹配線は、前記種類に応じた複数種類の第２の補助容量幹配線から
なることを特徴とする、請求項２に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に関し、詳しくは、液晶表示装置に
備えられる走査信号線駆動回路を構成するシフトレジスタと各種配線とのレイアウトに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数本のゲートバスライン（走査信号線）と複数本のソースバスライン（映
像信号線）とが格子状に配置され、それら複数本のゲートバスラインと複数本のソースバ
スラインとの交差点にそれぞれ対応して複数の画素形成部がマトリクス状に配置されたア
クティブマトリクス型の表示装置が知られている。各画素形成部は、対応する交差点を通
過するゲートバスラインにゲート端子が接続されるとともに当該交差点を通過するソース
バスラインにソース端子が接続されたスイッチング素子であるＴＦＴ（薄膜トランジスタ
：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）や、画素値を保持するための画素容量な
どを含んでいる。アクティブマトリクス型の表示装置には、また、上述の複数本のゲート
バスラインを駆動するゲートドライバ（走査信号線駆動回路）と上述の複数本のソースバ
スラインを駆動するソースドライバ（映像信号線駆動回路）とが設けられている。
【０００３】
　画素値を示す映像信号はソースバスラインによって伝達されるが、各ソースバスライン
は複数行分の画素値を示す映像信号を一時（同時）に伝達することができない。このため
、上述のマトリクス状に配置された画素形成部内の画素容量への映像信号の書き込みは１
行ずつ順次に行われる。そこで、複数本のゲートバスラインが所定期間ずつ順次に選択さ
れるように、ゲートドライバは複数段からなるシフトレジスタによって構成されている。
このシフトレジスタ回路は（上記ＴＦＴが形成される）基板上に一体的に形成されており
、このような構成はゲートドライバモノリシックと呼ばれる。
【０００４】
　このゲートドライバモノリシック型の表示パネルにおいて、シフトレジスタの動作に必
要なクロック信号は、パネルの外縁部に配設された駆動回路用信号供給配線からシフトレ
ジスタの各段へと与えられる。クロック信号は通常シフトレジスタを構成する複数のＴＦ
Ｔに与えられなければならないので、駆動回路用信号供給配線が配設されている領域から
画素形成部が配置されている領域に至るまで、シフトレジスタ用のレイアウト領域が必要
となる。このことが、シフトレジスタのためのレイアウト面積が大きくなる要因の１つと
なっており、特に多数のクロック信号に基づいて動作するシフトレジスタを備える構成の
表示装置においては、シフトレジスタのためのレイアウト面積が大きくなる。
【０００５】
　また、一般的なアクティブマトリクス型の液晶表示装置では、画素電極に対して容量結
合することにより補助容量を形成する補助容量線がゲートバスラインと平行な方向に延び
るように設けられている。そしてこれらの補助容量線に対して共通的な電位を与えるため
の補助容量幹配線が額縁領域に設けられる。この補助容量幹配線に複数の補助容量線が共
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通接続されるため、通常ゲートドライバと表示領域との間の額縁領域に設けられることが
多い。
【０００６】
　この点に関して、日本特開２００７－１０９００号公報には、補助容量線は、補助容量
幹配線に相当する共有配線を介して走査信号線駆動回路の電源信号線と接続される構成が
開示されている。また、日本特開平１０－４８６６３号公報には、第１の補助容量線は、
走査信号線駆動回路の電源電圧配線に接続され、第２の補助容量線は、走査信号線駆動回
路のグランド電圧配線に接続される構成が開示されている。このような構成により、補助
容量の低抵抗化や駆動回路の安定動作が図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】日本特開２００７－１０９００号公報
【特許文献２】日本特開平１０－４８６６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上記額縁領域は液晶パネルのシール材でカバーされる（覆われる）が、その
全てが覆われることはなく、大きなレイアウト面積を有するシフトレジスタが設けられる
場合には、シフトレジスタの一部が覆われ、その残りの部分は覆われないことが多い。こ
の場合、シール材の幅がばらつくと、シール材で覆われる範囲は、シフトレジスタの各段
を構成する（各走査信号線に繋がる）双安定回路毎に異なるので、シール材で覆われない
（その内側の）範囲内にシールされる液晶によって覆われる範囲もばらつくことになる。
その結果、各回路に影響を与えるべき容量値が異なることになり、各回路毎に出力信号が
ばらつくので、画素に輝度差を生じたりフリッカを生じることがある。
【０００９】
　また、液晶パネルの端部からシフトレジスタまでの間の領域には、シフトレジスタの各
回路にクロック信号等を与える幹配線および枝配線が設ける必要がある。ここで、幹配線
と枝配線との接続に画素電極を構成するＩＴＯ（酸化インジウムスズ）等を使用する場合
、接続点であるコンタクトホール上にＩＴＯが露出する構造となる。このＩＴＯに対して
シール材に混入したスペーサ材（例えば繊維状ガラス等）が接触することにより、部分的
な断裂や切断などが発生し、その結果、接続点の高抵抗化や切断などを生じることがある
。
【００１０】
　したがって、シフトレジスタの各回路はシール材に全く覆われていないことが好ましく
、また上記コンタクトホールはシール材に全く覆われていないか、覆われているコンタク
トホールの数ができるだけ少ないことが好ましい。
【００１１】
　この点、配線や回路が形成される領域以外にシール材のための（のりしろとなるべき）
領域を設ける構成によれば、上記問題点を完全に解決することができる。しかし、このよ
うな構成では額縁領域が増加することになり、その結果、液晶パネルの狭額縁化を図るこ
とができなくなる。
【００１２】
　そこで本発明の目的は、額縁領域を増加させることなく、かつシフトレジスタ上をシー
ル材で覆うことなく、さらにシフトレジスタへ信号を与える配線領域のうちシール材で覆
われる領域の面積を削減することができる液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の局面は、表示すべき画像を形成する複数の画素形成部がマトリクス状に
配置された第１の基板と、当該第１の基板に対向する第２の基板と、所定のシール材によ
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って第１および第２の基板の間にシールされた液晶層とを備えるアクティブマトリクス型
の液晶表示装置であって、
　前記第１の基板は、
　　前記表示すべき画像を表す信号を伝達するための複数の映像信号線と、
　　前記複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線と、
　　前記複数の走査信号線と平行な方向に延びるよう配される複数の補助容量線と、
　　前記複数の補助容量線の配列方向に延びるよう配され、前記複数の補助容量線と電気
的に接続する補助容量幹配線と、
　　前記複数の走査信号線を選択的に駆動する回路群からなる走査信号線駆動回路と
を含み、
　前記補助容量幹配線は、前記走査信号線駆動回路を挟んで前記表示領域と反対側の前記
第１の基板の端部と、前記走査信号線駆動回路との間に配される幹配線を含むことを特徴
とする。
【００１４】
　本発明の第２の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記補助容量幹配線は、
　　前記複数の画素形成部が配列される表示領域と、前記走査信号線駆動回路との間に配
される第１の補助容量幹配線と、
　　前記走査信号線駆動回路を挟んで前記表示領域と反対側の前記第１の基板の端部と、
前記走査信号線駆動回路との間に配される第２の補助容量幹配線と
を含むことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の第３の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記第２の補助容量幹配線と前記走査信号線駆動回路との間に、前記配列方向に延びる
ように配され、前記走査信号線駆動回路を駆動するための駆動信号を伝達する駆動信号供
給幹配線をさらに備え、
　前記シール材は、前記第１の基板の端部近傍から前記駆動信号供給幹配線上の所定位置
までの間に配されることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第４の局面は、本発明の第３の局面において、
　前記駆動信号供給幹配線とコンタクトホールを介して接続され、前記駆動信号供給幹配
線と前記回路群とを接続する複数の駆動信号供給枝配線をさらに備え、
　前記シール材は、第１の基板の端部近傍から、前記コンタクトホールのうちの一部の上
の前記所定位置までの間に配されることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第５の局面は、本発明の第４の局面において、
　前記コンタクトホールでは、前記複数の画素形成部に備えられる画素電極と同一の材料
により、前記駆動信号供給幹配線と前記複数の駆動信号供給枝配線とが接続されることを
特徴とする。
【００１８】
　本発明の第６の局面は、本発明の第２から第５までのいずれかの局面において、
　前記第２の補助容量幹配線は、前記第１の補助容量幹配線よりも、幅が大きいことを特
徴とする。
【００１９】
　本発明の第７の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記第１の補助容量幹配線は、前記第２の補助容量幹配線と同一の材料で形成されるこ
とを特徴とする。
【００２０】
　本発明の第８の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記第１および第２の補助容量幹配線の間に、前記第１の補助容量幹配線と前記第２の
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補助容量幹配線とを接続する複数の補助容量枝配線をさらに備え、
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路群のうち前記配列方向に隣り合う２つの回路の
間のいずれかをそれぞれ通り、前記配列方向に略等しい間隔で配されることを特徴とする
。
【００２１】
　本発明の第９の局面は、本発明の第８の局面において、
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路群のうち前記配列方向に隣り合う２つの回路の
間のすべてを通るよう配されることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第１０の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記第１および第２の補助容量幹配線の間に、前記第１の補助容量幹配線と前記第２の
補助容量幹配線とを接続する複数の補助容量枝配線と、
　前記回路群のうち前記配列方向に配置された異なる２つの回路の間を接続する回路間配
線と
をさらに備え、
　前記回路間配線は、前記複数の補助容量枝配線との交差点近傍の幅が小さくなるよう形
成されることを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第１１の局面は、本発明の第１０の局面において、
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路間配線との交差点近傍の幅が小さくなるよう形
成されることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の第１２の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記走査線駆動回路の周囲であって、前記第１の補助容量幹配線の一端と前記第２の補
助容量幹配線の一端との間、および前記第１の補助容量幹配線の他端と前記第２の補助容
量幹配線の他端との間のうち少なくとも一方に配され、前記第１および第２の補助容量幹
配線と接続する端部補助容量配線をさらに備えることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の第１３の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記走査信号線駆動回路は、
　　前記複数の走査信号線の一方の端から選択的に駆動する第１の回路群と、
　　前記複数の走査信号線の他方の端から選択的に駆動する第２の回路群と
を含み、
　前記第１の補助容量幹配線は、前記複数の画素形成部が配列される表示領域と、前記第
１および第２の回路群のいずれかとの間にそれぞれ配され、
　前記第２の補助容量幹配線は、前記第１または第２の回路群のうちのいずれかを挟んで
前記表示領域と反対側の前記第１の基板の端部と、当該第１または第２の回路群との間に
それぞれ配されることを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第１４の局面は、本発明の第１３の局面において、
　前記一方または他方の端側に配される前記第１および第２の補助容量幹配線の間に、当
該第１の補助容量幹配線と当該第２の補助容量幹配線とを接続する複数の補助容量枝配線
をさらに備え、
　前記複数の補助容量枝配線は、前記回路群のうち前記配列方向に隣り合う２つの回路の
間のいずれかをそれぞれ通り、かつ前記一方の端側に配される配列方向の位置と、前記他
方の端側に配される配列方向の位置とが互いに異なることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の第１５の局面は、本発明の第１３の局面において、
　前記一方の端側に配される前記第２の補助容量幹配線の一端と、前記他方の端側に配さ
れる前記第２の補助容量幹配線の一端との間、および前記一方の端側に配される前記第２
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の補助容量幹配線の他端と、前記他方の端側に配される前記第２の補助容量幹配線の他端
との間のうち少なくとも一方に配され、前記一方および他方の端側に配される第２の補助
容量幹配線と接続する端部補助容量配線をさらに備えることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第１６の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記第２の補助容量幹配線は、複数の開口部を有していることを特徴とする。
【００２９】
　本発明の第１７の局面は、本発明の第３の局面において、
　前記駆動信号供給幹配線は複数の配線を含み、
　前記シール材が配される前記複数の配線のうち最も幅が大きい配線は、複数の開口部を
有していることを特徴とする。
【００３０】
　本発明の第１８の局面は、本発明の第２の局面において、
　前記複数の補助容量線は、異なる電位になるよう駆動される複数種類の補助容量線から
なり、
　前記第１の補助容量幹配線は、前記種類に応じた複数種類の第１の補助容量幹配線から
なり、
　前記第２の補助容量幹配線は、前記種類に応じた複数種類の第２の補助容量幹配線から
なることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３１】
　上記本発明の第１の局面によれば、補助容量幹配線を第１の基板の端部と走査信号線駆
動回路との間に配置することにより、額縁領域を増加させることなく、かつ第１の基板の
端部から距離を空けることができることから走査信号線駆動回路上をシール材で覆うこと
なく、さらに走査信号線駆動回路へ信号を与える配線のうちシール材で覆われる領域の面
積を低減することができる。また、走査信号線駆動回路と基板の端部との間に（補助容量
幹配線により形成される）大きな容量を配することができるので、基板外部から加わる静
電気放電から回路を保護することができる。
【００３２】
　上記本発明の第２の局面によれば、第１の補助容量幹配線とは別に第２の補助容量幹配
線を設け、当該第２の補助容量幹配線を第１の基板の端部と走査信号線駆動回路との間に
配置することにより、第１の補助容量幹配線を細く形成することができる。よって、補助
容量幹配線の負荷を増加させたり、額縁領域を増加させることなく、かつ第１の基板の端
部から距離を空けることができることから走査信号線駆動回路上をシール材で覆うことな
く、さらに走査信号線駆動回路へ信号を与える配線のうちシール材で覆われる領域の面積
を低減することができる。また、走査信号線駆動回路と基板の端部との間に（第２の補助
容量幹配線により形成される）大きな容量を配することができるので、基板外部から加わ
る静電気放電から回路を保護することができる。
【００３３】
　上記本発明の第３の局面によれば、補助容量幹配線と走査信号線駆動回路との間に駆動
信号供給幹配線をさらに備え、シール材は、第１の基板の端部近傍から当該駆動信号供給
幹配線上の所定位置までの間に配されるので、走査信号線駆動回路上をシール材で覆うこ
となく、さらに走査信号線駆動回路へ信号を与える配線のうちシール材で覆われる領域の
面積を低減することができる。
【００３４】
　上記本発明の第４の局面によれば、シール材がコンタクトホールのうちの一部の上の所
定位置までの間に配されるので、それ以外のコンタクトホールにおいて部分的な断裂や切
断、または電流リークなどが生じる可能性を低減させ、容量のばらつきにより走査信号線
駆動回路からの（典型的には各段毎の）出力信号がばらつかないようにすることができる
。また、第２の補助容量幹配線が基板の端部近傍に配されるので、基板の端部から大きな



(9) JP WO2011/067963 A1 2011.6.9

10

20

30

40

50

距離を空けた位置にコンタクトホールを配置することができる。このことにより、湿度に
よる配線の腐食を防止しまたは低減することができる。
【００３５】
　上記本発明の第５の局面によれば、コンタクトホールで画素電極と同一の材料により配
線が接続されるので、基板を製造する際に使用されるフォトマスクの枚数が増加しないよ
うにすることができる。
【００３６】
　上記本発明の第６の局面によれば、第２の補助容量幹配線が第１の補助容量幹配線より
も幅が大きいので、第１の基板の端部から距離を空けることができ、結果的に走査信号線
駆動回路上をシール材で覆うことなく、さらに走査信号線駆動回路へ信号を与える配線の
うちシール材で覆われる領域の面積を低減することができる。
【００３７】
　上記本発明の第７の局面によれば、第１の補助容量幹配線は、第２の補助容量幹配線と
同一の材料で形成されるので、例えば第１の補助容量幹配線と第２の補助容量幹配線とを
接続する際のコンタクトホールなどの接続点が不要となり、接続に関連する部分的な断裂
や切断などを考慮することが不要となる。
【００３８】
　上記本発明の第８の局面によれば、複数の補助容量枝配線が回路群のうち配列方向に隣
り合う２つの回路の間のいずれかをそれぞれ通り、配列方向に略等しい間隔で配されるの
で、補助容量枝配線による（寄生容量を介した電位変動の）影響により生じる回路群の出
力信号のばらつきを低減させることができる。
【００３９】
　上記本発明の第９の局面によれば、複数の補助容量枝配線が回路群のうち配列方向に隣
り合う２つの回路の間のすべてを通るよう配されるので、補助容量枝配線による影響から
生じる回路群の出力信号のばらつきを解消または大きく低減させることができる。
【００４０】
　上記本発明の第１０の局面によれば、回路間配線における補助容量枝配線との交差点近
傍の幅が小さくなるよう形成されるので、回路間配線における補助容量枝配線との結合容
量を小さくすることができ、補助容量枝配線による影響から生じる回路群の出力信号のば
らつきを低減させることができる。
【００４１】
　上記本発明の第１１の局面によれば、さらに複数の補助容量枝配線も回路間配線との交
差点近傍の幅が小さくなるよう形成されるので、回路間配線における補助容量枝配線との
結合容量をさらに小さくすることができ、補助容量枝配線による影響から生じる回路群の
出力信号のばらつきをさらに低減させることができる。
【００４２】
　上記本発明の第１２の局面によれば、端部補助容量配線により走査信号線駆動回路と基
板の端部との間に（端部補助容量配線を含む補助容量幹配線により形成される）非常に大
きな容量を配することができるので、基板外部から加わる静電気放電から回路をより確実
に保護することができる。
【００４３】
　上記本発明の第１３の局面によれば、第１および第２の回路群により、１つの走査信号
線に対して両端から駆動できるので、信号の波形なまりを解消または低減できる。さらに
、各回路群を構成する複数の回路素子（典型的にはＴＦＴ）の大きさを小さくすることが
できるので、走査信号線駆動回路上をシール材で覆うことなく、さらに走査信号線駆動回
路へ信号を与える配線のうちシール材で覆われる領域の面積を低減することができる。
　また、一つの走査信号線に対して片側から駆動する場合であっても、第１の回路群によ
り駆動される走査信号線のグループと、第２の回路群により駆動される走査信号線のグル
ープとに分けることにより、双安定回路の、その配列方向の大きさを小さくできるので、
走査信号線駆動回路上をシール材で覆うことなく、さらに走査信号線駆動回路へ信号を与
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える配線のうちシール材で覆われる領域の面積を低減することができる。
【００４４】
　上記本発明の第１４の局面によれば、複数の補助容量枝配線は、一方の端側に配される
配列方向の位置と、他方の端側に配される配列方向の位置とが互いに異なるので、特定の
操作信号線に繋がる回路が強く影響を受けることにより、当該走査信号線に繋がる回路か
らの出力信号と、影響を受けない回路からの出力信号がばらつくことを回避または低減す
ることができる。
【００４５】
　上記本発明の第１５の局面によれば、第２の補助容量幹配線の少なくとも一方の端同士
を接続する端部補助容量配線により、走査信号線駆動回路と基板の端部との間に（端部補
助容量配線を含む補助容量幹配線により形成される）非常に大きな容量を配することがで
きるので、基板外部から加わる静電気放電から回路をより確実に保護することができる。
【００４６】
　上記本発明の第１６の局面によれば、第２の補助容量幹配線が複数の開口部を有してい
るので、例えば光硬化タイプのシール材が使用される場合には開口部を通る光によって当
該シール材を確実に硬化させることができ、不透明な配線上のシール材によるシール状態
を開口部を通して容易に検査することができる。
【００４７】
　上記本発明の第１７の局面によれば、シール材が配される駆動信号供給幹配線の最も幅
が大きい配線が複数の開口部を有しているので、光硬化タイプのシール材を確実に硬化さ
せることができ、配線上のシール材によるシール状態を容易に検査することができる。
【００４８】
　上記本発明の第１８の局面によれば、複数の補助容量線、第１の補助容量幹配線、およ
び第２の補助容量幹配線を、複数種類に分けて構成することにより、典型的には１つの画
素形成部を構成する複数の副画素形成部により保持される電位を異なるように変化させる
ことができるので、液晶パネルの視野角を大きくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るアクティブマトリクス型の液晶表示装置に含まれ
るゲートドライバのレイアウト図である。
【図２】上記第１の実施形態において、画素形成部の等価回路を示した図である。
【図３】上記実施形態におけるゲートドライバの構成を説明するためのブロック図である
。
【図４】上記実施形態におけるシフトレジスタおよび各種配線のレイアウト構成を示す図
である。
【図５】上記実施形態における補助容量枝配線および回路間配線の形状例を示す平面図で
ある。
【図６】上記実施形態の変形例における補助容量枝配線および回路間配線の形状例を示す
平面図である。
【図７】上記実施形態におけるコンタクトホールの構造を示す断面図である。
【図８】上記実施形態において、第２の補助容量幹配線を新たに設けないと仮定した場合
のシフトレジスタおよび各種配線のレイアウト構成を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態におけるシフトレジスタおよび各種配線のレイアウト構
成を示す図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態におけるシフトレジスタおよび各種配線のレイアウト
構成を示す図である。
【図１１】本発明の第４の実施形態において、ゲートドライバの構成を説明するためのブ
ロック図である。
【図１２】上記実施形態における２つのシフトレジスタおよび各種配線のレイアウト構成
を示す図である。



(11) JP WO2011/067963 A1 2011.6.9

10

20

30

40

50

【図１３】本発明の第５の実施形態におけるシフトレジスタおよび各種配線のレイアウト
構成を示す図である。
【図１４】本発明の第６の実施形態における画素形成部の等価回路を示した図である。
【図１５】上記実施形態におけるシフトレジスタおよび各種配線のレイアウト構成を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。
【００５１】
＜１．第１の実施形態＞
＜１．１　全体構成および動作＞
　図１、本発明の第１の実施形態に係るアクティブマトリクス型の液晶表示装置の全体構
成を示すブロック図である。図１に示すように、この液晶表示装置は、電源１００とＤＣ
／ＤＣコンバータ１１０と表示制御回路２００とソースドライバ（映像信号線駆動回路）
３００とゲートドライバ（走査信号線駆動回路）４００と共通電極駆動回路５００と表示
部６００とを備えている。なお、典型的には、ゲートドライバ４００と表示部６００とは
同一基板上に、すなわちモノリシックに形成される。
【００５２】
　表示部６００には、複数本（ｊ本）のソースバスライン（映像信号線）ＳＬ１～ＳＬｊ
と、複数本（ｉ本）のゲートバスライン（走査信号線）ＧＬ１～ＧＬｉと、それらのソー
スバスラインＳＬ１～ＳＬｊとゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉとの交差点にそれぞれ対
応して設けられた複数個（ｉ×ｊ個）の画素形成部とが含まれている。
【００５３】
　図２は、本実施形態の表示部６００における画素形成部Ｐ（ｎ，ｍ）の等価回路を示し
ている。この図２に示すように、各画素形成部Ｐ（ｎ，ｍ）は、ゲートバスラインＧＬｎ
にゲート端子が接続されるとともに当該交差点を通過するソースバスラインＳＬｍにソー
ス端子が接続されたスイッチング素子であるＴＦＴ１０と、そのＴＦＴ１０のドレイン端
子に接続された画素電極Ｅｐｉｘと、上記複数個の画素形成部Ｐ（ｉ，ｊ）に共通的に設
けられた共通電極Ｅｃｏｍと、上記複数個の画素形成部Ｐ（ｉ，ｊ）に共通的に設けられ
ており、画素電極Ｅｐｉｘと共通電極Ｅｃｏｍとの間に挟持された電気光学素子としての
液晶層とによって構成される。
【００５４】
　この液晶層は、画素電極Ｅｐｉｘが形成される基板（以下「ＴＦＴ基板」と呼ぶ）と、
（カラーフィルタ等および）共通電極Ｅｃｏｍが形成される基板（以下「対向基板」と呼
ぶ）との間にシール（密封）されている。具体的には、液晶層は、ＴＦＴ基板（および対
向基板）の額縁領域に配されるシール材により、その内側（表示部６００側）にシールさ
れている。なお、共通電極Ｅｃｏｍは、必ずしも対向基板に形成される必要はなく、例え
ば、基板表面に対して水平方向の電界を利用した液晶表示装置では、ＴＦＴ基板側に設け
られていてもよい。
【００５５】
　各画素形成部Ｐ（ｎ，ｍ）では、画素電極Ｅｐｉｘと、それに液晶層を挟んで対向する
共通電極Ｅｃｏｍとによって液晶容量（「画素容量」ともいう）Ｃｌｃが形成されている
。各画素電極Ｅｐｉｘには、それを挟むように２本のソースバスラインＳＬｍ，ＳＬｍ＋
１が配設されており、ソースバスラインＳＬｍがＴＦＴ１０を介して当該画素電極Ｅｐｉ
ｘに接続されている。また、各ゲートバスラインＧＬｎと平行に補助容量線ＣｓＬｎが配
設されており、各画素形成部Ｐ（ｎ，ｍ）では、画素電極Ｅｐｉｘと補助容量線ＣｓＬｎ
との間に補助容量Ｃｃｓが形成されている。なお、ここではゲートバスラインＧＬ１～Ｇ
Ｌｉと、補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉとは同一の材料で形成されており、補助容量線Ｃ
ｓＬ１～ＣｓＬｉを表示領域の外側で共通接続している配線はソースバスラインＳＬ１～
ＳＬｉと同一の材料で形成されている。
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【００５６】
　電源１００は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０と表示制御回路２００と共通電極駆動回路
５００とに所定の電源電圧を供給する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０は、ソースドライバ
３００およびゲートドライバ４００を動作させるための所定の直流電圧を電源電圧から生
成し、それをソースドライバ３００およびゲートドライバ４００に供給する。共通電極駆
動回路５００は、共通電極Ｅｃｏｍおよび補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉに所定の電位Ｖ
ｃｏｍを与える。なお、補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉに所定の電位Ｖｃｏｍとは異なる
電位を（例えば補助容量線駆動回路により）与える構成であってもよい。
【００５７】
　表示制御回路２００は、外部から送られる画像信号ＤＡＴおよび水平同期信号や垂直同
期信号などのタイミング信号群ＴＧを受け取り、デジタル映像信号ＤＶと、表示部６００
における画像表示を制御するためのソーススタートパルス信号ＳＳＰ、ソースクロック信
号ＳＣＫ、ラッチストローブ信号ＬＳ、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰ、およびゲート
クロック信号ＧＣＫとを出力する。なお、本実施形態においては、ゲートクロック信号Ｇ
ＣＫは４相のクロック信号ＣＫ１～４によって構成されている。
【００５８】
　ソースドライバ３００は、表示制御回路２００から出力されるデジタル映像信号ＤＶ、
ソーススタートパルス信号ＳＳＰ、ソースクロック信号ＳＣＫ、およびラッチストローブ
信号ＬＳを受け取り、各ソースバスラインＳＬ１～ＳＬｊに駆動用映像信号Ｓ（１）～Ｓ
（ｊ）を印加する。
【００５９】
　ゲートドライバ４００は、表示制御回路２００から出力されるゲートスタートパルス信
号ＧＳＰに基づいて、アクティブな走査信号Ｇｏｕｔ（１）～Ｇｏｕｔ（ｉ）の各ゲート
バスラインＧＬ１～ＧＬｉへの印加を１垂直走査期間を周期として繰り返す。なお、この
ゲートドライバ４００についての詳しい説明は後述する。
【００６０】
　以上のようにして、各ソースバスラインＳＬ１～ＳＬｊに駆動用映像信号Ｓ（１）～Ｓ
（ｊ）が印加され、各ゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉに走査信号Ｇｏｕｔ（１）～Ｇｏ
ｕｔ（ｉ）が印加されることにより、外部から送られた画像信号ＤＡＴに基づく画像が表
示部６００に表示される。
【００６１】
＜１．２　ゲートドライバおよび配線のレイアウト構成＞
　次に、本実施形態におけるゲートドライバ４００の構成について説明する。図３に示す
ように、ゲートドライバ４００は複数段のシフトレジスタ４１０によって構成されている
。表示部６００にはｉ行×ｊ列の画素マトリクスが形成されているところ、それら画素マ
トリクスの各行と１対１で対応するようにシフトレジスタ４１０の各段が設けられている
。また、シフトレジスタ４１０の各段は、各時点において２つの状態（第１の状態および
第２の状態）のうちのいずれか一方の状態となっていて当該状態を示す信号（以下「状態
信号」という。）を出力する双安定回路となっている。このように、このシフトレジスタ
４１０はｉ個の双安定回路で構成されている。なお、この双安定回路の回路構成は周知で
あるので詳しい説明を省略する。
【００６２】
　図４は、ゲートドライバ４００内のシフトレジスタ４１０および各種配線のレイアウト
構成を示す図である。上述したように、このシフトレジスタ４１０はｉ個の双安定回路で
構成されている。各双安定回路には、４相のゲートクロック信号ＣＫ１～ＣＫ４のいずれ
かを受け取るための入力端子と、クリア信号を受け取るための入力端子と、低電位の直流
電圧ＶＳＳを受け取るための入力端子と、走査信号Ｇｏｕｔ（１）～Ｇｏｕｔ（ｉ）を出
力するための出力端子とが設けられている。
【００６３】
　また、各双安定回路には、当該段の前段から当該段の後段へ（１段飛ばしとなるよう）
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ゲートスタートパルス信号ＧＳＰおよびリセット信号を順に送るための出力端子および入
力端子が設けられている。なお、これらの信号は２段以上が飛ばされるように送られても
よい。このように異なる段に設けられた双安定回路を接続するための入出力端子は回路間
配線４１１，４１２により接続されている。さらに図１０に示されるように、隣接する双
安定回路を接続する回路間配線も設けられている。
【００６４】
　図４において、ｉ個の双安定回路からなるシフトレジスタ４１０が形成されている領域
の右方には、各双安定回路の出力端子から走査信号Ｇｏｕｔ（１）～Ｇｏｕｔ（ｉ）を受
け取るゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉが形成され、またこれらと平行に各補助容量線Ｃ
ｓＬ１～ＣｓＬｉが形成され、さらに補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉ全てを電気的に接続
するための第１の補助容量幹配線４３０が設けられている。なお、ゲートバスラインＧＬ
１～ＧＬｉおよび補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉは、図１および図２を参照して前述した
ように表示部６００内に配設される。
【００６５】
　ここで、第１の補助容量幹配線４３０は、補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉを同電位にす
るため、抵抗値が低くなるよう大きい幅を有するのが好ましいが、本実施形態では第１の
補助容量幹配線４３０のみでは、補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉを同電位にするために、
十分抵抗値が低くなるような大きい幅を有していないものとする。
【００６６】
　次に、シフトレジスタ４１０が形成されている領域の左方には、それぞれ双安定回路の
配列方向に（図の上下方向に）延びる、第２の補助容量幹配線４４０と、複数の幹配線か
らなる駆動信号供給幹配線群４２０とが設けられている。この駆動信号供給幹配線群４２
０は、図の左から順に、低電位の直流電圧ＶＳＳ用の幹配線、４相のゲートクロック信号
ＣＫ１～ＣＫ４用の４つの幹配線、およびクリア信号用の４つの幹配線からなる。なおこ
こでは、駆動信号供給幹配線群４２０は、ソースバスラインＳＬ１～ＳＬｉと同一の材料
で形成されている。これらの幹配線は、シフトレジスタ４１０を基準にして表示部６００
とは反対側の領域に配設されている。
【００６７】
　またここで、第２の補助容量幹配線４４０は、第１の補助容量幹配線４３０よりも大き
い幅を有しており、第１の補助容量幹配線４３０と電気的に接続されることにより、補助
容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉを同電位にすることができるように、その抵抗値が十分に低く
なる大きい幅を有している。なお、補助容量幹配線と共通電極とを接続するため、本実施
形態においても図示されない周知の接続点（コモン転移電極と呼ばれる）が設けられてお
り、補助容量線の電位は共通電極の電位と同一となっている。このコモン転移電極は、補
助容量幹配線上に配されていてもよいし、基板のコーナ部近傍に設けられて補助容量幹配
線と電気的に接続されてもよい。
【００６８】
　さらに図４に示されるように、駆動信号供給幹配線群４２０からシフトレジスタ４１０
の各双安定回路へ信号を与えるため、（図の左右方向へ延びる）複数の駆動信号供給枝配
線４２１が設けられている。これらの駆動信号供給枝配線４２１は、直流電圧ＶＳＳ用お
よびクリア信号用の幹配線と全ての双安定回路の対応する入力端子とをそれぞれ接続し、
また４相のゲートクロック信号ＣＫ１～ＣＫ４用の幹配線のいずれか１つと各双安定回路
の対応する入力端子とを接続する。これらの枝配線と幹配線とは、コンタクトホールＣＴ
を介して接続されている。
【００６９】
　また、第２の補助容量幹配線４４０と第１の補助容量幹配線４３０との間には、これら
を接続する補助容量枝配線４４１が設けられている。この補助容量枝配線４４１は、図４
に示されるように各双安定回路の間に設けられているわけではなく、３つの双安定回路を
挟んで等間隔に設けられている。もっとも、補助容量枝配線４４１と各双安定回路および
これらを接続する回路間配線４１１，４１２（およびその他の回路間配線）との間には寄
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生容量が生じるので、この寄生容量の有無によって各双安定回路からの出力信号にばらつ
きが生じる可能性がある。そこで、この寄生容量を減少させるために図５または図６に示
すような形状に配線を形成することが好適である。
【００７０】
　図５は、本実施形態における補助容量枝配線および回路間配線の形状例を示す平面図で
あり、図６は、本実施形態の変形例における補助容量枝配線および回路間配線の形状例を
示す平面図である。
【００７１】
　図５に示されるように、補助容量枝配線４４１の下方（または上方）を通る回路間配線
４１１，４１２の交差部分近傍は、その幅が狭く形成されている。このことにより、補助
容量枝配線４４１との間に生じる寄生容量を小さくすることができる。
【００７２】
　また、図６に示されるように、補助容量枝配線４４１の下方（または上方）を通る回路
間配線４１１，４１２の交差部分近傍は、その幅が狭く形成され、かつ補助容量枝配線４
４１における対応する交差部分近傍も、その幅が狭く形成されている。このことにより、
図５に示す本実施形態の構成よりも、補助容量枝配線４４１との間に生じる寄生容量を小
さくすることができる。もっとも、本実施形態の構成では、補助容量枝配線４４１の幅が
狭く形成される部分がないので、補助容量枝配線４４１の抵抗値を下げることがない点で
好適である。
【００７３】
　なお、図４に示される回路間配線４１１，４１２以外の他の回路間配線は、補助容量枝
配線４４１と交差していない場合であっても、交差部分に対応する位置の幅が狭く形成さ
れている。これは当該他の回路間配線の抵抗値を隣接する双安定回路間で等しくするため
であるが、補助容量枝配線４４１と交差していない上記他の回路間配線は、回路間配線４
１１，４１２と同様に、幅を狭くする部分を設けない構成であってもよい。また、図４に
示される、補助容量枝配線４４１と交差していない回路間配線４１１，４１２における交
差部分に対応する位置の幅を狭く形成してもよい。
【００７４】
　また、図４に示されるように、第１および第２の補助容量幹配線４３０、４４０と補助
容量枝配線４４１補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉとは同一の配線として形成されており、
これらの配線はゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉと同じ材料で形成されている。したがっ
て、上記幹配線と枝配線とはコンタクトホールＣＴを使用して接続する必要がない。なお
、ゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉは、ソースバスラインＳＬ１～ＳＬｊと同じ材料で形
成された各双安定回路の出力端子と、表示部の外側で接続されており、駆動信号供給幹配
線群は、ソースバスラインＳＬ１～ＳＬｊと同じ材料で形成されている。ここで、駆動信
号供給幹配線群が、ゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉと同じ材料で形成されている場合に
は、第１および第２の補助容量幹配線４３０、４４０と補助容量枝配線４４１をソースバ
スラインＳＬ１～ＳＬｊと同じ材料で形成すると、上記幹配線と枝配線とはコンタクトホ
ールＣＴを使用して接続する必要がない。以下、駆動信号供給幹配線群４２０と枝配線と
を接続するためのコンタクトホールＣＴの構造について図７を参照して説明する。
【００７５】
　図７は、コンタクトホールの構造を示す断面図である。図７には、駆動信号供給幹配線
群４２０であるソース材４０と、駆動信号供給枝配線４２１であるゲート材４１と、層間
絶縁膜４５と、ソース材４０およびゲート材４１を電気的に接続するようコンタクトホー
ルＣＴ上に設けられる画素電極材４６とが示されている。
【００７６】
　ここで、層間絶縁膜４５は、有機膜、無機膜、またはそれらの積層膜からなり、周知の
構成と同一であるので詳しい説明を省略する。また、画素電極材４６は、前述した画素形
成部における画素電極と同一の材料（ＩＴＯなど）で、同一の製造工程において形成され
る。なお、このような配線形成工程およびコンタクトホールを使用した配線接続工程は周
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知であるので詳しい説明は省略するが、端的には、ソース材４０、ゲート材４１、および
層間絶縁膜４５をガラス基板上に周知の製造工程で形成した後、ゲート材４１が露出する
ようにコンタクトホールを開口する。この露出したゲート材４１に接するように、コンタ
クトホール上に画素電極材４６であるＩＴＯ膜を形成する。このＩＴＯ膜によりソース材
４０とゲート材４１とが接続される。
【００７７】
　なお、コンタクトホールを使用した配線接続工程では種々の周知の構成を採用すること
ができ、例えば、ゲート材４１が露出するように開口されたコンタクトホールと、ソース
材４０が露出するように開口されたコンタクトホールとを隣接させて形成し、これらを共
通の画素電極材４６で接続することにより、ソース材４０とゲート材４１とが接続される
構成などであってもよい。
【００７８】
　ここで図７に示されるように（また上記周知の構成であっても）、コンタクトホールＣ
Ｔ上に画素電極材が露出していることから、このＩＴＯからなる画素電極材に対してシー
ル材がダメージを与えることがある。すなわち、前述したように、シール材にはセルギャ
ップを狭持するためにスペーサ材（例えば繊維状ガラス等）などを混入することがあり、
このスペーサ材が画素電極材に接触することにより、部分的な断裂や切断などが発生する
ことがある。この結果、接続点の高抵抗化や切断などを生じることがある。なお、このよ
うな断裂や切断は、画素電極材にＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）など周知の材料を使用し
ても同様に発生する。
【００７９】
　また、対向基板に形成される共通電極ＥｃｏｍとＴＦＴ基板の対応する配線（例えば第
２の補助容量幹配線４４０など）とを電気的に接続するために、シール材に（金や銀など
を弾性体にコーティングした）周知の導電性粒子を混入する構成が知られている。この構
成では、混入した導電性粒子を介してコンタクトホール上に露出した画素電極材から電流
リークを生じることがある。
【００８０】
　したがって、図４に示す各コンタクトホールはできるだけシール材に覆われていない方
が好ましい。図４では、シール材に覆われている領域をＡｓｍとし、シール材に覆われて
いないことにより液晶がシールされる領域をＡｌｃとしてそれぞれ示されている。この図
４を参照すればわかるように、駆動信号供給幹配線群４２０に設けられる多数のコンタク
トホールＣＴのうち図の右側の２つの幹配線に形成されるコンタクトホールＣＴ上はシー
ル材に覆われていない。したがって、これらのコンタクトホールは部分的な断裂や切断、
または電流リークなどが生じることはなく、全体として異常動作の発生を抑制することが
できる。
【００８１】
　また、シフトレジスタを構成する双安定回路上はシール材で覆われている部分が無い。
よって、液晶によって覆われる範囲がばらついていないため、各回路毎に出力信号がばら
つくことがない。
【００８２】
　本実施形態においてこのようにシール材による影響を排除または低減することができる
のは、第２の補助容量幹配線４４０を新たに設け、これを基板の外縁部に最も近い位置に
配置したからである。もし、第２の補助容量幹配線４４０を新たに設けないと仮定すれば
、シール材により覆われる領域は、以下の図８に示される位置となる。
【００８３】
　図８は、第２の補助容量幹配線を新たに設けないと仮定した場合のゲートドライバ内の
シフトレジスタおよび各種配線のレイアウト構成を示す図である。この図８に示されるよ
うに、シール材に覆われている領域Ａｓｍは、シフトレジスタ４１０の各双安定回路の一
部を覆っており、その覆っている面積は各双安定回路において一定とはならない。より詳
しく説明すると、シール材はＴＦＴ基板と対向基板との間に塗布された後、熱または紫外
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線若しくはその双方で硬化されることにより形成される。この際に生じるシール材の伸び
は均一になるわけではなく、各種条件等により、数十ないし数百マイクロメートルのずれ
を生じる。したがって、シール材に覆われている領域Ａｓｍは、シフトレジスタ４１０の
各双安定回路上で上記ずれを伴って不均一になる。
【００８４】
　また、図８に示されるように、駆動信号供給幹配線群４２０に設けられる多数のコンタ
クトホールＣＴは全てがシール材に覆われている領域Ａｓｍに存在するため、全てのコン
タクトホールＣＴにおいて前述した部分的な断裂や切断、または電流リークなどが生じる
可能性が生じる。
【００８５】
　これに対して図４に示される本実施形態の構成は、図８に示す仮定的な構成よりもシー
ル材に覆われている領域Ａｓｍに存在する（駆動信号供給幹配線群４２０に設けられる）
コンタクトホールＣＴの数を減らすことができるので、前述した部分的な断裂や切断、ま
たは電流リークなどが生じる可能性を低減させることができる。
【００８６】
　また、本実施形態の構成は、図８に示す仮定的な構成とは異なって、シフトレジスタ４
１０を構成する双安定回路がシール材に覆われている領域Ａｓｍに存在しないため、液晶
によって均一に覆われる（すなわち覆われる範囲がばらついていない）ため、各回路毎に
出力信号がばらつくことがない。
【００８７】
＜１．３　効果＞
　以上のように本実施形態では、第２の補助容量幹配線４４０を新たに設け、これを基板
の外縁部に最も近い位置に配置することにより、額縁領域を増加させることなく、かつシ
フトレジスタ上をシール材で覆うことなく、さらにシフトレジスタへ信号を与える配線領
域のうちシール材で覆われる領域の面積を低減することができる。その結果、コンタクト
ホールＣＴにおいて前述した部分的な断裂や切断、または電流リークなどが生じる可能性
を低減させ、容量のばらつきによりシフトレジスタの各双安定回路からの出力信号がばら
つかないようにすることができる。
【００８８】
　また、第２の補助容量幹配線４４０を基板の外縁部（端部）に最も近い位置に配置する
ことにより、基板の端部から大きな距離を空けた位置にコンタクトホールＣＴを配置する
ことができる。このことにより、湿度による配線の腐食を防止しまたは低減することがで
きる。すなわち、コンタクトホールＣＴ上に露出する画素電極材であるＩＴＯは湿度によ
る腐食が生じやすく、またゲート材またはソース材にアルミニウムが使用される場合にも
湿度による腐食が生じやすい。したがって、空気中の水分が進入しやすい基板端部からコ
ンタクトホールＣＴを大きく離すことができる本実施形態の構成により、湿度による配線
の腐食を防止しまたは低減することができる。
【００８９】
　さらに、第２の補助容量幹配線４４０を基板の外縁部（端部）に最も近い位置に配置す
ることにより、シフトレジスタの各双安定回路と基板の端部との間に（第２の補助容量幹
配線４４０により形成される）大きな容量を配することができる。このことにより、基板
外部から加わる静電気放電（ＥＳＤ）から双安定回路を保護することができる。また、断
線修正用の配線や検査用の配線などの他の配線が基板端部と第２の補助容量幹配線４４０
との間に配されない構成である場合には、上記配線を静電気放電から保護することができ
る。なお、この第２の補助容量幹配線４４０の電位を共通電位とすることにより、さらに
上記静電気放電からの保護効果を高めることができる。
【００９０】
＜２．第２の実施形態＞
＜２．１　全体構成および動作＞
　次に、本実施形態における液晶表示装置の全体構成は、図１に示す第１の実施形態と同
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様の構成であり、画素形成部Ｐおよびゲートドライバ４００の構成もそれぞれ図２および
図３に示す第１の実施形態と同様の構成であるので、同一の構成要素には同一の符号を付
してその説明を省略する。
【００９１】
　本実施形態では、図４に示す第１の実施形態における第１および第２の補助容量幹配線
４３０，４４０を有するほかに、さらにこれらの幹配線の端部同士を接続する端部補助容
量配線が設けられている。この特徴的な構成について、図９を参照して説明する。
【００９２】
＜２．２　ゲートドライバおよび配線のレイアウト構成＞
　図９は、本実施形態におけるゲートドライバ４００内のシフトレジスタ４１０および各
種配線のレイアウト構成を示す図である。図９では、前述した図４に示されるものと同様
の、ｉ個の双安定回路からなるシフトレジスタ４１０と、補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉ
全てを電気的に接続するための第１の補助容量幹配線４３０と、第２の補助容量幹配線４
４０と、駆動信号供給幹配線群４２０と、補助容量枝配線等の各種配線とが設けられてい
るほか、図４に示す構成とは異なって、さらに端部補助容量配線４５０が設けられている
。
【００９３】
　この端部補助容量配線４５０は、図９に示されるように第１の補助容量幹配線４３０の
（図の上側の）一方の端部と、第２の補助容量幹配線４４０の（図の上側の）一方の端部
とを接続する位置に配されている。また、ここでは図示されていないが、同様の端部補助
容量配線が、第１の補助容量幹配線４３０の（図の下側にあるべき）他方の端部と、第２
の補助容量幹配線４４０の（図の下側にあるべき）他方の端部とを接続する位置に配され
るものとする。
【００９４】
　以上のように、端部補助容量配線４５０と、図示されない端部補助容量配線と、第１お
よび第２の補助容量幹配線４３０，４４０とによって、シフトレジスタ４１０の各双安定
回路が囲まれる配置関係となっている。このことにより、基板外部から加わる静電気放電
（ＥＳＤ）から、より効果的に双安定回路を保護することができる。
【００９５】
　なお、端部補助容量配線４５０および図示されない端部補助容量配線のうちいずれか一
方のみが配される構成であっても、当該端部補助容量配線が設けられる側の基板端部から
加わる静電気放電から双安定回路を保護することができる点で、第１の実施形態における
場合よりも静電気保護効果を大きくすることができる。
【００９６】
＜２．３　効果＞
　以上のように本実施形態では、第１の実施形態における前述の各効果に加えて、さらに
第２の補助容量幹配線４４０（および図示されない端部補助容量配線）を新たに設けるこ
とにより、当該端部補助容量配線が設けられる側の基板端部から加わる静電気放電から双
安定回路を保護することができ、静電気保護効果を高めることができる。
【００９７】
＜３．第３の実施形態＞
＜３．１　全体構成および動作＞
　次に、本実施形態における液晶表示装置の全体構成は、図１に示す第１の実施形態と同
様の構成であり、画素形成部Ｐおよびゲートドライバ４００の構成もそれぞれ図２および
図３に示す第１の実施形態と同様の構成であるので、同一の構成要素には同一の符号を付
してその説明を省略する。
【００９８】
　本実施形態では、図４に示す第１の実施形態における場合と同様に、第２の補助容量幹
配線４４０と第１の補助容量幹配線４３０との間に、これらを接続する補助容量枝配線４
４１が設けられているが、この補助容量枝配線４４１は、図４に示される場合とは異なっ
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て各双安定回路の間に設けられている。この特徴的な構成について、図１０を参照して説
明する。
【００９９】
＜３．２　ゲートドライバおよび配線のレイアウト構成＞
　図１０は、本実施形態におけるゲートドライバ４００内のシフトレジスタ４１０および
各種配線のレイアウト構成を示す図である。図１０では、前述した図４に示されるものと
同様の、ｉ個の双安定回路からなるシフトレジスタ４１０と、補助容量線ＣｓＬ１～Ｃｓ
Ｌｉ全てを電気的に接続するための第１の補助容量幹配線４３０と、第２の補助容量幹配
線４４０と、駆動信号供給幹配線群４２０と、補助容量枝配線等の各種配線とが設けられ
ているが、図４に示す構成とは異なって、シフトレジスタ４１０の各双安定回路の間にそ
れぞれ補助容量枝配線４４１が設けられている。
【０１００】
　なお、補助容量枝配線４４１と各双安定回路およびこれらを接続する回路間配線４１１
，４１２（およびその他の回路間配線）との間には寄生容量が生じるので、この寄生容量
を減少させるために前述した図５または図６に示すような形状に配線を形成することが好
適である。
【０１０１】
＜３．３　効果＞
　以上のように本実施形態では、第１の実施形態における前述の各効果に加えて、シフト
レジスタ４１０の各双安定回路の間にそれぞれ補助容量枝配線４４１を設けることにより
、補助容量枝配線４４１と各双安定回路（およびその回路間配線）との間の寄生容量によ
る影響を均一化することができる。よって、各回路からの出力信号のばらつきを抑制する
ことができる。
【０１０２】
＜４．第４の実施形態＞
＜４．１　全体構成および動作＞
　次に、本実施形態における液晶表示装置の全体構成は、図１に示す第１の実施形態とほ
ぼ同様の構成であり、画素形成部Ｐの構成も図２に示す第１の実施形態と同様の構成であ
るので、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略する。本実施形態では、
第１の実施形態の場合とは異なり、ゲートドライバ４００は、左側用のシフトレジスタ４
１０と、右側用のシフトレジスタ４１３とにより構成されている。
【０１０３】
　すなわち本実施形態におけるゲートドライバ４００は、図１１に示すように、表示部６
００の（図における）左側に設けられる複数段のシフトレジスタ４１０と、表示部６００
の（図における）右側に設けられる複数段のシフトレジスタ４１３とよって構成されてい
る。これらのシフトレジスタはｉ個の双安定回路からなる同一の構成であって、同一のク
ロック信号などを受け取り、同一のゲートバスラインに対して異なる側（図の左側または
右側）から同一の走査信号を出力する。このことにより、走査信号の波形を鈍らせること
なくゲートバスラインを駆動することができる。
【０１０４】
　このようにシフトレジスタ４１０，４１３が左右に設けられるため、これらを駆動する
ための駆動信号供給幹配線群４２０や、第１および第２の補助容量幹配線４３０，４４０
、その他の各種配線などが図４に示される場合とは異なって表示部６００の左右にそれぞ
れ設けられる。この特徴的な構成について、図１２を参照して説明する。
【０１０５】
＜４．２　ゲートドライバおよび配線のレイアウト構成＞
　図１２は、本実施形態におけるゲートドライバ４００内のシフトレジスタ４１０，４１
３および各種配線のレイアウト構成を示す図である。図１２では、前述した図４に示され
るものと同様の、ｉ個の双安定回路からなるシフトレジスタ４１０と、補助容量線ＣｓＬ
１～ＣｓＬｉ全てを電気的に接続するための第１の補助容量幹配線４３０と、第２の補助
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容量幹配線４４０と、駆動信号供給幹配線群４２０と、補助容量枝配線４４１等の各種配
線とが表示部６００の左側の額縁領域に形成されているが、さらに補助容量枝配線の位置
のみが異なるほかは、全く同様のシフトレジスタ４１３および上記各種配線とが表示部６
００の右側の額縁領域に形成されている。
【０１０６】
　ここで図１２に示されるように、表示部６００の左側の額縁領域に形成されている補助
容量枝配線４４１と、表示部６００の右側の額縁領域に形成されている補助容量枝配線４
４２とは、対応する行の位置がずれるように配置されている。すなわち、補助容量枝配線
４４１はシフトレジスタ４１０の１段目の双安定回路と２段目の双安定回路との間に配設
されているが、補助容量枝配線４４２はシフトレジスタ４１３の２段目の双安定回路と３
段目の双安定回路との間に配設されている。
【０１０７】
　このように、表示部６００の左側と右側とで、補助容量枝配線の配設位置が異なる行に
対応する位置となるように互いにずらせて配設されている。このことにより、補助容量枝
配線４４１により影響を受ける（２つの）双安定回路と、補助容量枝配線４４２により影
響を受ける（２つの）双安定回路とが全く同じにならないようにすることができる。そう
すれば、特定のゲートバスラインに繋がる双安定回路が強く影響を受けることにより、当
該ゲートバスラインに繋がる双安定回路からの出力信号と、影響を受けない双安定回路か
らの出力信号がばらつくことを回避または低減することができる。
【０１０８】
　なお、図１２に示す構成では、２段目の双安定回路が共に補助容量枝配線による影響を
受けるが、１段目および３段目の双安定回路は補助容量枝配線４４１、４４２のいずれか
一方の影響しか受けないため、各双安定回路からの出力信号のばらつきを低減することが
できる。もっとも、さらにばらつきを低減したい場合には、各双安定回路が補助容量枝配
線４４１、４４２の少なくともいずれか一方の影響しか受けないように補助容量枝配線４
４１、４４２を配置してもよい。
【０１０９】
　また、第３の実施形態に類似する構成として、シフトレジスタ４１０の各双安定回路の
間のうち、１つずつ間を空けて補助容量枝配線４４１を設け、シフトレジスタ４１３の各
双安定回路の間のうち、１つずつ間を空けて、かつ補助容量枝配線４４１と同一行に対応
する位置にならないように補助容量枝配線４４２を設けてもよい。そうすれば、補助容量
枝配線４４１、４４２と各双安定回路（およびその回路間配線）との間の寄生容量による
影響を（左右で違いは生じるとしても）全体として均一化することができる。よって、各
回路からの出力信号のばらつきをさらに抑制することができる。
【０１１０】
　さらに本実施形態では、図９に示す第２の実施形態における場合とほぼ同様の端部補助
容量配線４５１（および図示されない他方の端部補助容量配線）が設けられているが、こ
の端部補助容量配線４５１は、第２の実施形態の場合とは異なって、左側の額縁領域に形
成される第１の補助容量幹配線４３０の一端と、右側の額縁領域に形成される第１の補助
容量幹配線４３０の一端とを結ぶように、言い換えれば表示部６００を囲むように配設さ
れる。そうすれば、当該端部補助容量配線が設けられる側の基板端部から加わる静電気放
電に対する保護効果をさらに高めることができる。なお、上記２つの端部補助容量配線の
うち一方を省略してもよいことは第２の実施形態の場合と同様である。
【０１１１】
　特に、各ソースバスラインにおけるソースドライバ配置側と反対側の末端部が、端部補
助容量配線４５１を乗り越えない構成とすれば、ソースバスライン及び表示部のＴＦＴに
対する静電気保護効果をさらに高めることができる。
【０１１２】
＜４．３　効果＞
　以上のように本実施形態では、第１の実施形態における前述の各効果に加えて、左側の
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額縁領域に形成される補助容量枝配線４４１と、右側の額縁領域に形成される補助容量枝
配線４４２とが、同一行に対応する位置にならないように配設することにより、特定のゲ
ートバスラインに繋がる双安定回路が強く影響を受け、当該ゲートバスラインに繋がる双
安定回路からの出力信号と、影響を受けない双安定回路からの出力信号がばらつくことを
回避または低減することができる。
【０１１３】
　なお、本実施形態は、一つの走査信号線に対して両端から駆動する構成であるが、一つ
の走査信号線に対して片側（典型的には走査信号線の配列方向に交互に入れ替わるように
定められる側）から駆動する場合であっても、左側用のシフトレジスタ４１０により駆動
される走査信号線のグループと、右側用のシフトレジスタ４１３により駆動される走査信
号線のグループに分けることにより、双安定回路の、その配列方向の大きさを小さくでき
るので、走査信号線駆動回路上をシール材で覆うことなく、さらに走査信号線駆動回路へ
信号を与える配線のうちシール材で覆われる領域の面積を低減することができる。
【０１１４】
＜５．第５の実施形態＞
＜５．１　全体構成および動作＞
　次に、本実施形態における液晶表示装置の全体構成は、図１に示す第１の実施形態と同
様の構成であり、画素形成部Ｐおよびゲートドライバ４００の構成もそれぞれ図２および
図３に示す第１の実施形態と同様の構成であるので、同一の構成要素には同一の符号を付
してその説明を省略する。
【０１１５】
　本実施形態では、図４に示す第１の実施形態における場合と同様に、各種配線が設けら
れるが、本実施形態では第２の補助容量幹配線４４０と、駆動信号供給幹配線群４２０の
うち最も幅が大きい直流電圧ＶＳＳ用の配線とに開口部が設けられている。この特徴的な
構成について、図１３を参照して説明する。
【０１１６】
＜５．２　配線のレイアウト構成＞
　図１３は、本実施形態における各種配線のレイアウト構成を示す図である。図１３に示
されるように、第２の補助容量幹配線４４０と、駆動信号供給幹配線群４２０のうち最も
幅が大きい直流電圧ＶＳＳ用配線４２０ａとにスリット状の開口部が設けられている。
【０１１７】
　この開口部は、当該開口部上に配されるシール材を確実に硬化する機能を有する。すな
わち、紫外線等の光により（または熱が合わせられることにより）硬化するシール材が使
用される場合、光を通さない配線上のシール材に十分に光があたらないことがある。この
ことは幅が大きい配線上において顕著に生じる。そこで、光を通すための開口部を幅が大
きい配線上に形成することにより、シール材を確実に硬化させることができる。
【０１１８】
　また、光により硬化するものではない（例えば熱のみによって硬化する）シール材が使
用される場合、上記開口部はシール材を確実に硬化する機能を有しないが、シール材の幅
やシール材が確実に硬化されたか否かなどのシール材のシール状態を上記開口部を介して
確認することができる。すなわち、ガラス基板上に形成される配線部を通してシール材の
シール状態を検査することは通常できないが、開口部が形成されていれば可能となる。ま
た、額縁領域に対応する（貼り合わされる）対向基板の領域には通常ブラックマトリクス
が形成されるため、対向基板側からシール材のシール状態を検査することはできない。そ
こで、上記開口部を設けることにより、通常は困難な（配線上の）シール材によるシール
状態を容易に検査することが可能になる。
【０１１９】
＜５．３　効果＞
　以上のように本実施形態では、第１の実施形態における前述の各効果に加えて、シール
材が配設される配線であって、幅が大きい配線、具体的には第２の補助容量幹配線４４０
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と、駆動信号供給幹配線群４２０のうちの少なくとも最も幅が大きい配線（例えば直流電
圧ＶＳＳ用配線４２０ａ）に開口部を設けることにより、光硬化タイプのシール材を確実
に硬化されることができ、また配線上のシール材によるシール状態を容易に検査すること
ができる。
【０１２０】
＜６．第６の実施形態＞
＜６．１　全体構成および動作＞
　次に、本実施形態における液晶表示装置の全体構成は、図１に示す第１の実施形態とほ
ぼ同様の構成であるが、本実施形態では画素形成部が２つの副画素形成部Ｐａ，Ｐｂ（以
下、下側副画素Ｐａおよび上側副画素Ｐｂとも呼ぶ）からなり、これら副画素形成部Ｐａ
，Ｐｂに対してそれぞれ異なる電位を与える補助容量線が接続されている点が大きく異な
る。なおこれらの点を除いて、ゲートドライバ４００の構成等は第１の実施形態と同様の
構成であるので、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略する。まず、副
画素形成部Ｐａ，Ｐｂの構成について、図１４を参照して説明する。
【０１２１】
　図１４は、本実施形態の表示部６００における副画素形成部Ｐａ（ｎ，ｍ）およびＰｂ
（ｎ，ｍ）からなる画素形成部の等価回路を示している。この図１４に示すように、副画
素形成部Ｐａ（ｎ，ｍ），Ｐｂ（ｎ，ｍ）は、ともにゲートバスラインＧＬｎにゲート端
子が接続されるとともに当該交差点を通過するソースバスラインＳＬｍにソース端子が接
続されたスイッチング素子であるＴＦＴ１０と、そのＴＦＴ１０のドレイン端子に接続さ
れた画素電極Ｅｐｉｘと、各画素形成部に共通的に設けられた共通電極Ｅｃｏｍと、上記
各画素形成部に共通的に設けられており、画素電極Ｅｐｉｘと共通電極Ｅｃｏｍとの間に
挟持された電気光学素子としての液晶層とによって構成される。
【０１２２】
　また、各ゲートバスラインＧＬｎと平行に補助容量線ＣｓＬｎが配設されており、上側
副画素形成部Ｐｂ（ｎ，ｍ）では画素電極Ｅｐｉｘと補助容量線ＣｓＬｎ－１との間に、
また下側副画素形成部Ｐａ（ｎ，ｍ）では画素電極Ｅｐｉｘと補助容量線ＣｓＬｎとの間
に、それぞれ補助容量Ｃｃｓが形成されている。そして、補助容量線ＣｓＬｎ－１（およ
び１本空けて隣接する各補助容量線）は、上側補助容量線駆動回路７００ｂにより所定の
電位で駆動され、補助容量線ＣｓＬｎ（および１本空けて隣接する各補助容量線）は、下
側補助容量線駆動回路７００ａにより、上側補助容量線駆動回路７００ｂで与えられる電
位とは異なる所定の電位で駆動される。このように１つの画素形成部を２つの副画素形成
部に分け、上記のように補助容量線の電位を異なるように変動させることによりそれぞれ
の保持電位を変化させ、広い視野角を得る構成は、例えばテレビジョン装置に使用される
液晶パネルなどにおいて周知の構成である。
【０１２３】
　このように上側補助容量線駆動回路７００ｂと下側補助容量線駆動回路７００ａとによ
ってそれぞれ異なる電位が与えられる２種類の補助容量線には、２種類の補助容量幹配線
および２種類の補助容量枝線が必要となる。この特徴的な構成について、図１５を参照し
て説明する。
【０１２４】
＜６．２　ゲートドライバおよび配線のレイアウト構成＞
　図１５は、本実施形態におけるゲートドライバ４００内のシフトレジスタ４１０および
各種配線のレイアウト構成を示す図である。図１５では、前述した図４に示されるものと
同様の、ｉ個の双安定回路からなるシフトレジスタ４１０と、第２の補助容量幹配線４４
０と、回路間配線などが設けられるほか、第１の下側補助容量幹配線４３０ａと、第２の
下側補助容量幹配線４４０ａと、これらを電気的に接続する下側補助容量枝配線４４１ａ
と、第１の上側補助容量幹配線４３０ｂと、第２の上側補助容量幹配線４４０ｂと、これ
らを電気的に接続する上側補助容量枝配線４４１ｂとが設けられている。
【０１２５】
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　ここで図１５に示されるように、第１の下側補助容量幹配線４３０ａは、補助容量線Ｃ
ｓＬ１～ＣｓＬｉのうち下側画素形成部Ｐａに所定の電位を与えるための（補助容量線Ｃ
ｓＬｎを含む）下側補助容量線を、第１の上側補助容量幹配線４３０ｂ上を掛け渡される
ように配される枝配線を介して電気的に接続される。なおこの枝配線はソースバスライン
ＳＬ１～ＳＬｊと同一の材料により形成される。
【０１２６】
　また、第１の下側補助容量幹配線４３０ａは、下側補助容量枝配線４４１ａと同一の材
料（すなわちゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉと同一の材料）により形成され接続される
が、下側補助容量枝配線４４１ａと第２の下側補助容量幹配線４４０ａとは、第２の上側
補助容量幹配線４３０ｂ上を掛け渡されるように配される枝配線を介して電気的に接続さ
れる。なおこの枝配線はソースバスラインＳＬ１～ＳＬｊと同一の材料により形成される
。
【０１２７】
　さらに、第１の上側補助容量幹配線４３０ｂは、補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉのうち
上側画素形成部Ｐｂに所定の電位を与えるための（補助容量線ＣｓＬｎ＋１を含む）上側
補助容量線と接続されている。
【０１２８】
　また、第２の上側補助容量幹配線４４０ｂは、上側補助容量枝配線４４１ａと同一の材
料（すなわちゲートバスラインＧＬ１～ＧＬｉと同一の材料）により形成され接続される
が、上側補助容量枝配線４４１ｂと第１の上側補助容量幹配線４３０ｂとは、第１の下側
補助容量幹配線４３０ａ上を掛け渡されるように配される枝配線を介して電気的に接続さ
れる。なおこの枝配線はソースバスラインＳＬ１～ＳＬｊと同一の材料により形成される
。
【０１２９】
　このように、各補助容量線と、第１および第２の補助容量幹配線と、これらを接続する
補助容量枝線とをそれぞれ２種類に分けて構成することにより、１つの画素形成部を構成
する２つの副画素形成部により保持される電位を異なるように変化させることができるの
で、例えばテレビジョン装置に使用される液晶パネルなどにおいて広い視野角を得ること
ができる。
【０１３０】
　なお、本実施形態では各補助容量線と補助容量幹配線と補助容量枝線とをそれぞれ２種
類に分けて構成したが、４種類または８種類など、１つの画素形成部に含まれる異なる電
位を与えたい副画素形成部の個数に応じて、適宜の数の種類に分けて構成することもでき
る。
【０１３１】
＜６．３　効果＞
　以上のように本実施形態では、第１の実施形態における前述の各効果に加えて、各補助
容量線と、補助容量幹配線と、補助容量枝線とをそれぞれ複数種類に分けて構成すること
により、１つの画素形成部を構成する複数の副画素形成部により保持される電位を異なる
ように変化させ、液晶パネルの視野角を大きくすることができる。
【０１３２】
＜７．　各実施形態の変形例＞
　上記各実施形態では、第１の補助容量幹配線が１つ以上備えられる構成であるが、これ
を省略して、第２の補助容量幹配線のみが備えられる構成であってもよい。この構成では
、第１の補助容量幹配線が設けられていた配置領域の幅に相当する距離だけ表示部６００
側の方向（すなわち図の右方向）へシフトレジスタを構成する双安定回路の配置位置を液
晶パネルの外縁側から離すことができるので、額縁領域を増加させることなく、かつシフ
トレジスタ上をシール材で覆うことなく、さらにシフトレジスタへ信号を与える配線領域
のうちシール材で覆われる領域の面積をさらに低減することができ、またコンタクトホー
ルＣＴにおける湿度による配線の腐食を防止しまたは低減することができる。
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【０１３３】
　もっとも上記変形例の構成では、第２の補助容量幹配線のみで各補助容量線ＣｓＬ１～
ＣｓＬｉに所定の電位を与えなければならないため、補助容量枝配線４４１のうちの１つ
が（製造工程において）断線した場合、第１の補助容量幹配線によって各補助容量線Ｃｓ
Ｌ１～ＣｓＬｉに所定の電位を与えることができないことから、不良品となることがあり
歩留まりが悪くなる。
【０１３４】
　また、上記変形例の構成では、第２の補助容量幹配線のみで各補助容量線ＣｓＬ１～Ｃ
ｓＬｉに一様に所定の電位を与えることができない場合がある。それは以下の理由による
。すなわち、補助容量枝配線４４１は、前述したように回路間配線との交差部等における
寄生容量により電位変動の影響を受けやすく、一様に電位が与えられない場合がある。ま
た第２の補助容量幹配線のうち電源側に近い側の端部近傍に接続される補助容量線に比べ
て、遠い側の端部近傍に接続される補助容量線に信号遅延が生じやすくなるので、一様に
電位が与えられない場合がある。特に、補助容量線を交流駆動する場合には、上記信号遅
延により、表示画像に影が生じる現象（シャドーイング現象と呼ばれる）などの表示品位
の低下が生じることもある。したがって、各補助容量線ＣｓＬ１～ＣｓＬｉに一様に所定
の電位を与えることを重視する場合には、上記各実施形態の構成が好適である。
【０１３５】
　なお、上記の各実施形態は例示であって、これらの特徴的な構成要素のうち複数を適宜
に組み合わせまたは周知の異なる構成要素と組み合わせるなど種々の変形例に対しても本
発明を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
　本発明は、例えばアクティブマトリクス型の液晶表示装置などに適用されるものであっ
て、走査信号線駆動回路を構成するシフトレジスタと各種配線とが額縁領域にレイアウト
された液晶表示装置に適している。
【符号の説明】
【０１３７】
　１００…電源
　２００…表示制御回路
　３００…ソースドライバ（映像信号線駆動回路）
　４００…ゲートドライバ（走査信号線駆動回路）
　４１０，４１３…シフトレジスタ
　４１１，４１２…回路間配線
　４２０…駆動信号供給幹配線群
　４２１…駆動信号供給枝配線群
　４３０…第１の補助容量幹配線
　４４０…第２の補助容量幹配線
　４４１…補助容量枝配線
　４５１…端部補助容量配線
　５００…共通電極駆動回路
　６００…表示部
　ＣＴ…コンタクトホール
　Ｖｃｏｍ…共通電位
　ＳＬ１～ＳＬｊ…ソースバスライン
　ＧＬ１～ＧＬｉ…ゲートバスライン
　ＣｓＬ１～ＣｓＬｉ…補助容量線
　ＧＳＰ…ゲートスタートパルス信号
　ＧＣＫ…ゲートクロック信号
　ＣＫ１～ＣＫ４…第１から第４までのゲートクロック信号
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